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２．経営方針 
 
（１）経営の基本方針 

当社は、2010 年までの 10 年間を対象としたグループの経営施策の基本方針「グランドデザイ

ン 2010」（以下、GD2010）を 2001 年度よりスタートしております。この基本方針に基づき、当

社のミッションである「社会発展への貢献」のもと、「企業価値の長期的最大化」を経営目標に、

21 世紀企業の創造を目指しております。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

株主の皆様への利益配分に関しましては、配当政策を最重要課題のひとつと捉え、当期の利益

配分よりつぎの基本方針を適用させていただきます。 

①「企業価値の長期的最大化」に向け、将来の事業拡大に必要不可欠な研究開発、設備投資など

の成長投資を第一優先とし、そのための内部留保を確保いたします。 

②成長のための内部留保を確保したあとの余剰資金につきましては、フリーキャッシュフローの

レベルも勘案のうえ、可能な限り株主の皆様に還元していく所存です。 

③毎年の配当金につきましては、各年度で必要とする内部留保のレベルにもよりますが、連結当

期純利益の20％前後相当の配当性向を目標といたします。 

このように、連結業績により連動した配当方針とする所存ですが、万一当社業績が悪化する場

合にも長期安定配当として年間 10 円の配当金は最低限維持する所存です。これは長期に保有

していただく株主の皆様のご期待にお応えすると同時に、不断の構造改革を推進し、成長への

基盤づくりを確かなものとし、業績悪化という不測の事態を未然に回避するという経営の確固

たる意思表明でもあります。 

④長期に亘り留保された余剰資金につきましては、今後とも自己株式の買入れなどにより機動的

に株主の皆様に還元していく所存です。 

 

（３）投資単位の考え方 

当社は、株式市場での流動性を高め、より広範な投資家の参加を促進するという観点から株価

水準と最低投資金額を考慮し、当社株式の１単元の株式の数を100 株としております。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社は、上記 GD2010 において株主資本当期純利益率(ROE)を経営指標とし、当期についても

ROE10％を維持した上で、成長と収益のバランスを図りつつ、業績向上に努力しております。 

また、GD2010 で目指す「企業価値の長期的最大化」の実現に向けて、第２ステージと位置付

けている2007 年度までの新たな経営指標と実行シナリオの策定を現在行っております。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

GD2010 に掲げた当期までの中期経営目標の維持を確実なものとし、併せて成長への資源集中

を明確にするため、当期の年度方針を「ROE10％の維持と成長への構造確立」といたしておりま

す。また、副題としての運営方針を「不断の構造改革～成長と収益のバランス～」とし、狙いと

する成長市場と技術を定め事業領域を組替えていくための「事業ドメイン構造改革」と、事業の

あるべき収益構造を定め継続して収益力を高めつづける「運営構造改革」の２つの構造改革のバ

ランスを図りつつ進めてまいります。 

 この経営戦略により、GD2010 の第２ステージであります 2004 年度以降の新中期経営目標では

2007 年度までに事業価値の総和を倍増(2003 年度比)することとし、既存領域では中国での売上

成長と収益構造の見直しにより事業価値を拡大するとともに、新規領域ではコア技術を基軸とし

た新たな事業価値創出を行います。 
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（６）会社の対処すべき課題 

当社は、新中期経営目標の達成に向け、成長と収益のバランスの観点からつぎの４つの重点テ

ーマに取り組んでまいります。 

 まず１つは、中国での本格事業成長です。グローバル競争の縮図になっている中国で本格成長

のための新たな事業テーマに取り組み、思い切った先行投資を集中的に実行してまいります。ま

た、現地マネジメントを強めるとともに、当社社長を議長とする現地での中国事業戦略会議を設

置して、現場密着型の迅速な意思決定とアクションをとってまいります。 

 ２つめは、技術を基軸とした成長です。既存事業の収益構造強化による増益を目指すとともに、

一方で新規領域での成長として技術を軸にした成長に注力してまいります。 

 このため、成長に向けて全社レベルで強化するコアの技術領域と成長領域を定め、技術を着実

に展開するプロセスとして技術とアプリマップ精緻化を進めて成長への収益構造の確立を進め

てまいります。 

 ３つめは、販管費構造改革と生産構造改革です。主として、既存事業の収益構造の見直しによ

り営業利益ベースの収益改善に取り組みます。 

 ４つめは、キャッシュフロー・マネジメントです。当社グループの多くの事業それぞれの価値

を正しく把握し、キャッシュを生み出すプロセス構造を可視化して、より的確で迅速な事業運営

を目指してまいります。まずは当社の社内カンパニーにおいて資金分社制度を導入し、より自律

した資金計画と投資意思決定を進めてまいります。 

 

（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況について 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、企業理念として「企業の公器性」を掲げ、事業活動はもとより社会貢献活動を通じて、

社会の発展に貢献することを目指しております。この考え方を実現する経営の理念として「顧客

満足の最大化」、「たえざるチャレンジ」、「株主からの信頼重視」、「個人の尊重」、「良き企業市民

の実践」、「倫理性の高い企業活動」を掲げております。すべてのステークホルダの期待に連鎖す

る目標として、特に株主価値の向上を図るべく資本市場における「企業価値の最大化」を目指す

経営を実践し、国際社会に通用するコーポレート・ガバナンスの確立に向けた変革を実施してお

ります。 

当社は、取締役会の機能である株主代表としての執行へのモニタリング機能を強化して透明性

ある経営を推し進め、的確な情報開示を実践しております。また、執行役員制度および社内カン

パニー制を導入するとともに経営と執行の分離により、経営監視機能の強化はもとより、経営環

境変化に迅速に対応できる俊敏なコーポレート・ガバナンスを目指しております。 

 

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

当社は、従来から取締役と執行役員の分離を徹底しており、監査役制度と相まって、これまで

培ってきた経営機構や制度の活用をベースにコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。 

 

会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況 

当社は、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会により、業務執行の監督および監視

を行っております。監査役制度は、現体制のもとでその機能を果たしていると判断しております

が、委員会等設置会社への移行につきましては、採用の是非を含め、継続して検討してまいりま

す。 

取締役会は、取締役７名（うち社外取締役２名）で構成しており、経営目標・経営戦略など重

要な事業執行戦略を決定するとともに、事業執行（代表取締役社長）を監視します。取締役会議

長は、代表取締役会長が行い、執行を兼務せずステークホルダの代表として執行監視を行ってお

ります。 

監査役会は、監査役４名（うち社外監査役３名）で構成しており、ガバナンスのあり方と運営
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状況を監視し、取締役を含めた経営の日常的活動の監視を行っております。 

専門委員会として、取締役会の中に、「人事諮問委員会」および「報酬諮問委員会」を設け、

ともに社外取締役を委員長として、役員人事等の審議・決定を行っております。 

業務執行体制としては、執行役員制度を導入しており、経営と執行の分離を進めており、さら

に、社内カンパニー制のもと、カンパニー社長への大幅な権限委譲により、意思決定の迅速化と

業務の効率化を実現し、また、コミットメント運営によって、役割責任の明確化と報酬インセン

ティブ化を図っております。 

内部監査機能としては、代表取締役社長の直轄部門である監査室が、内部監査を定期的に実行

しており、監視と業務改善に向けて、具体的な助言を行っております。 

 

リスク管理体制の整備の状況 

当社のリスク管理体制は、業務にかかわる全てのリスクを適切に管理・統制することにより、

適正な事業運営を行い、経営の安定的成長および経営資源の保全を図ることを経営上の重要課題

とし、グループとしてリスク管理体制の整備・推進やリスクの把握・統制に努めております。 

また、リスクマネジメントとコンプライアンスを総合的かつ強力に推進するために、代表取締

役社長の直轄組織として、代表取締役社長を委員長とする「グループ企業倫理行動委員会」を設

け、コンプライアンス状況や各リスクの現状分析について報告するとともに、短期的・中期的課

題を明確にして、今後の対応策を検討のうえ実行しております。 

なお、上記委員会活動の一環として、法令遵守、地震対策、情報リスクの各特別委員会を設置

のうえ、対策立案の実施および徹底を行っております。 

 

会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関

係の概要 

社外取締役と当社とは、定型的な取引以外の、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引等

の関係はありません。社外監査役と当社との取引等の関係はありません。 

 

③会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

・役員の任期中での業績、成果をより反映した報酬体系の実現のため、取締役、監査役の退職慰

労金制度を廃止しました。 

・外部の視点で企業経営を監視、牽制する役割に対し、必要以上のリスクを排除し、招聘を容易

にするため、社外取締役の責任の軽減を図りました。 

・ステークホルダからのＣＳＲ（企業の社会的責任）へのニーズ、期待に対応するため、社長直

轄組織としてＣＳＲ総括室を設置しました。 

・環境的側面から社会的責任全般に視野を広げたサステナビリティレポート（持続可能性報告書）

として、これまでの環境報告書に代わり「企業の公器性報告書２００４」を発行しました。 

・「グループ企業倫理行動委員会」の下に「法令遵守特別委員会」、「地震対策特別委員会」、「情

報リスク対策特別委員会」の３つの特別委員会を設置しました。 

・「法令遵守特別委員会」では、既に整備されている日本以外の欧州、米国のエリア毎に従業員

の行動指針となる企業倫理行動ガイドラインを整備し、コンプライアンス状況のチェックを実

施しました。 

・「地震対策特別委員会」では、東海地震を想定し、地震発生時の対応策を検討しております。 

・「情報リスク対策特別委員会」では、来年の個人情報保護法施行を踏まえて、個人情報の洗い

出しを実施しました。 

・企業倫理上の問題や法令違反の疑いなどを内部通報によって顕在化させ、未然防止や早期の問

題解決のため、内部通報窓口として「企業倫理 119 番」を社内の経営総務室内に設置しました。 


